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▔国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
へ
の 

独
自
給
付
を
ご
存
知
で
す
か

▼
死
亡
一
時
金

　
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を
３

年
以
上
納
め
た
方
が
、
何
の
年
金
も
受
け

ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
、
子
な
ど
）
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
遺
族
が
遺

族
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
と
き
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

　
金
額
は
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
に
応

じ
て
、
12
万
円
〜
32
万
円
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数
が
３

年
以
上
あ
る
場
合
は
、
８
５
０
０
円
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

▼
遺
族
基
礎
年
金

　
遺
族
基
礎
年
金
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

方
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
方
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
「
子
の

あ
る
配
偶
者
」
ま
た
は
「
子
」
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

①
国
民
年
金
の
被
保
険
者

②�

国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
方
で
、

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
60
歳
以
上
65

歳
未
満
の
方

③�
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
ま
た
は
受

給
資
格
期
間
を
満
た
し
て
い
る
方

※�

①
②
の
場
合
は
、
死
亡
月
の
前
々
月
ま

で
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料

納
付
済
期
間
と
免
除
期
間
（
納
付
猶
予

期
間
・
学
生
納
付
特
例
期
間
を
含
む
）

を
合
わ
せ
た
期
間
が
３
分
の
２
以
上
の

方
を
対
象
と
し
ま
す
。
ま
た
は
、
死
亡

月
の
前
々
月
ま
で
の
直
近
の
１
年
間
に

保
険
料
の
未
納
が
な
い
場
合
で
も
受
給

で
き
ま
す
。

　
遺
族
基
礎
年
金
の
額
は
、
子
の
あ
る
配

偶
者
が
受
け
る
場
合
、
基
本
額
（
77
万
7

８
０
０
円
）
に
子
の
加
算
額
（
１
人
目
と

２
人
目
は
そ
れ
ぞ
れ
22
万
３
８
０
０
円
、

３
人
目
以
降
は
１
人
に
つ
き
７
万
4
６
０

０
円
）
を
加
え
た
額
で
す
。

　
な
お
、
子
と
は
18
歳
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
子
、
ま
た
は
20
歳
未
満
で
障
が
い

等
級
が
１
級
も
し
く
は
２
級
の
状
態
に
あ

る
子
を
い
い
ま
す
。

▼
寡
婦
年
金

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て

保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含

む
）
が
10
年
以
上
あ
る
夫
が
亡
く
な
ら
れ

た
場
合
に
、
10
年
以
上
婚
姻
関
係
が
継
続

し
て
お
り
、
夫
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
妻
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
支
給
期
間
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
間

で
、
夫
の
第
１
号
被
保
険
者
期
間
に
基
づ

い
て
計
算
さ
れ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４

分
の
３
で
す
。

　
た
だ
し
、
死
亡
し
た
夫
が
老
齢
基
礎
年

金
を
受
け
て
い
た
、
障
害
基
礎
年
金
を
受

け
て
い
た
、
ま
た
は
妻
自
身
が
老
齢
基
礎

年
金
の
繰
上
げ
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
、

寡
婦
年
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
寡
婦
年
金
と
死
亡
一
時
金
の
両

方
を
受
け
ら
れ
る
場
合
、
ど
ち
ら
か
一
方

を
選
択
し
て
受
給
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

問
合
先　
市
民
課
☎（
275
）６
２
４
１
ま
た

は
堺
西
年
金
事
務
所
☎（
243
）７
９
０
0

▔国
民
健
康
保
険

保
険
料
の
納
付
に
は
口
座
振
替
を

　
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は
、
納
め
忘

れ
の
な
い
よ
う
に
、
指
定
し
た
口
座
か
ら

自
動
的
に
月
々
の
保
険
料
が
引
き
落
と
さ

れ
る
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。

　
口
座
振
替
を
利
用
し
て
い
な
い
方
は
、

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
持
っ
て
健
幸
づ
く

り
課
で
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
か
、
通

帳
・
通
帳
届
出
印
・
保
険
証
を
持
っ
て
、

指
定
の
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
の
各
窓
口
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

▔後
期
高
齢
者
医
療

７
月
か
ら
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や

納
付
書
に
よ
る
納
付
）
が
始
ま
り
ま

す
　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
で
は
、
普
通
徴

収
分
に
つ
い
て
は
暫
定
保
険
料
が
な
い
た

め
、
４
月
か
ら
６
月
の
間
は
口
座
振
替
や

市 役 所 か ら の  
お 知 ら せ
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お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

納
付
書
に
よ
る
納
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
過
年
度
分
に
対
す
る
保
険
料
に
つ

い
て
は
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。(

過
年

度
分
の
口
座
振
替
は
不
可
）

　
７
月
中
旬
に
今
年
度
の
保
険
料
決
定
通

知
等
を
送
付
し
ま
す
が
、
普
通
徴
収
だ
け

の
方
は
、
年
間
保
険
料
を
７
月
か
ら
翌
年

３
月
ま
で
の
９
回
で
納
付
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
９
２

▔税
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税

通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

　
本
年
１
月
１
日
現
在
で
市
内
に
土
地
・

家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
、

令
和
4
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
納
税
通
知
書
を
５
月
初
旬
に
送
付
し

ま
す
。
な
お
、
免
税
点
未
満
（
課
税
標
準

額
で
土
地
30
万
円
、
家
屋
20
万
円
、
償
却

資
産
１
５
０
万
円
未
満
）
の
場
合
に
は
送

付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
納
税
通
知
書
の
固
定
資
産
課
税

明
細
書
に
は
、
土
地
一
筆
、
家
屋
一
棟
単

位
で
そ
れ
ぞ
れ
所
在
地
番
、
面
積
、
税
額

等
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容
に
誤

り
が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
納
税
通
知
書
に
つ
い
て
ご
不
明
な
点
等

が
あ
れ
ば
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課
☎
（
275
）
６
１
０
９

自
賠
責
保
険
・
共
済
な
し
で
の
運
行

は
法
令
違
反
で
す
！

　
自
賠
責
保
険
・
共
済
は
自
動
車
損
害
賠

償
保
障
法
に
基
づ
き
、
原
動
機
付
自
転
車

を
含
む
全
て
の
自
動
車
１
台
ご
と
に
加
入

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
万
一
の
自

動
車
事
故
の
際
に
、
加
害
者
の
賠
償
責
任

を
担
保
す
る
こ
と
で
被
害
者
の
基
本
的
な

賠
償
を
保
障
す
る
制
度
で
あ
り
、
被
害
者

の
救
済
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
四
輪
車
は
も
ち
ろ
ん
、
車
検
制
度
の
な

い
２
５
０
c
c
以
下
の
バ
イ
ク
（
原
動
機

付
自
転
車
・
軽
二
輪
自
動
車
）
は
有
効
期

限
切
れ
、
か
け
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
で
自
賠
責
保
険
等
の
加
入
手
続

　
き
は
で
き
ま
せ
ん
。
自
賠
責
保
険
等
の

　
各
取
扱
代
理
店
で
加
入
手
続
き
を
行
っ

　
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
０
９
７

固
定
資
産
税
等
の
減
免

　
自
ら
住
ん
で
い
る
自
己
居
住
用
資
産

(

土
地
・
家
屋)

を
所
有
し
て
い
る
方
の

う
ち
、
次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
は

申
請
に
よ
り
当
該
資
産
の
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
２
分
の
１
が
減
額
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

①�

１
月
１
日
現
在
で
、
所
有
者
が
寡
婦
、

ひ
と
り
親
、
特
別
障
が
い
者
、
ま
た
は

65
歳
以
上
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

②�

所
有
者
及
び
所
有
者
と
生
計
を
一
に
す

る
す
べ
て
の
方
の
、
前
年
中
の
所
得
金

額
が
所
定
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と

③�

所
有
者
が
自
己
居
住
用
資
産
以
外
の
固

定
資
産
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

④�

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
の
合
計
年

税
額
が
５
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

⑤�

自
己
居
住
用
家
屋
の
延
床
面
積
が
70
㎡

以
下
で
あ
る
こ
と

※
申
請
は
第
1
期
納
期
限
ま
で
に
行
っ
て

　
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先　
税
務
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
１
０
９

納税通知書に記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で納めてください

固定資産税・都市計画税・軽自動車税・自動車税の

問合先
府自動車税コールセンター

問合先　税務課☎（275）6094 ☎0570‐020156

自動車税固定資産税………１期分
都市計画税………１期分
軽自動車税………全期分

納期限は、

5 31月 日
火

（種別割） （種別割）
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▔各
種

特
定
健
診
特
別
金
利
定
期
貯
金
の 

ご
案
内

　
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
と
の
協
働
事
業
で
、
期

間
中
に
特
定
健
診
等
を
受
診
し
、
ス
ー
パ

ー
定
期
貯
金
（
10
万
円
〜
１
０
０
万
円
）

を
新
規
で
預
け
る
と
年
０
・
05
％
の
金
利

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

期
間　
令
和
5
年
3
月
31
日
ま
で

対
象　
高
石
市
・
和
泉
市
・
泉
大
津
市
・

岸
和
田
市
・
忠
岡
町
い
ず
れ
か
の
国
民
健

康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
す
る
40
歳
以
上
の
方

　
詳
し
く
は
、
Ｊ
Ａ
い
ず
み
の
店
頭
の
商

品
概
要
説
明
書
ま
た
は
Ｊ
Ａ
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
［http://w

w
w
.ja-izum

ino.or.j
p

］
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
近
く
の
各

支
店
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

５
月
18
日
に
市
内
の 

防
災
行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら

放
送
が
流
れ
ま
す

　
地
震
や
津
波
、
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、
全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練
を

行
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
を
用
い
た
訓
練

で
、
高
石
市
以
外
の
全
国
の
地
域
で
も
同

様
の
訓
練
が
行
わ
れ
ま
す
。

放
送
時
間　
午
前
11
時
頃

問
合
先　
危
機
管
理
課

　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
４
5

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手

当
に
つ
い
て

▼
特
別
障
害
者
手
当

対
象　
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
在
宅
の
重
度
障
が
い
者
で
20
歳
以

上
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
と
一
定
期
間

病
院
に
入
院
し
て
い
る
方
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
２
万
７
３
0
０
円（
２
月・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当

対
象　
日
常
生
活
で
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
在
宅
の
重
度
障
が
い
児
で
20
歳
未

満
の
方
（
福
祉
施
設
入
所
者
を
除
く
）

支
給
額　
月
額
１
万
４
８
5
０
円（
２
月・

５
月
・
８
月
・
11
月
に
支
給
）

※
い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま

　
す
。
ま
た
、
申
請
に
は
各
手
当
認
定
用

　
の
診
断
書
が
必
要
で
す
。

問
合
先　
高
齢
・
障
が
い
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
２
９
４

支
援
教
育
の
取
組
み

　
市
内
の
公
立
幼
小
中
学
校
園
で
は
、
支

援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が
自
ら
の
可
能

性
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、
主
体
的
に
社
会

参
加
・
自
立
す
る
人
間
の
育
成
を
ね
ら
い

と
し
た
支
援
教
育
の
充
実
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
各
学
校
園
の
協
力
体
制
の
も
と
、

支
援
学
級
に
在
籍
す
る
障
が
い
の
あ
る
子

ど
も
だ
け
で
な
く
、
通
常
の
学
級
に
在
籍

す
る
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
に
つ
い

て
も
、
一
人
ひ
と
り
の
教
育
的
ニ
ー
ズ
の

状
況
等
を
的
確
に
把
握
、
課
題
を
明
確
に

し
、
個
々
の
障
が
い
の
状
況
に
応
じ
た
適

切
な
指
導
や
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
通
級
指
導
教
室
を
設
置
し
、
言

語
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
課
題
の
あ

る
児
童
・
生
徒
へ
の
支
援
も
進
め
る
と
と

も
に
、
各
学
校
園
の
支
援
教
育
に
か
か
る

指
導
の
充
実
を
図
る
た
め
、
専
門
家
等
に

よ
る
巡
回
相
談
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
引
き
続
き
、
す
べ
て
の
子
ど
も

の
豊
か
な
人
間
形
成
を
め
ざ
し
て
、
と
も

に
学
び
、
支
え
合
い
、
生
き
る
力
を
育
む

教
育
の
充
実
に
取
り
組
み
ま
す
。

問
合
先　
学
校
教
育
課

　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
３
４

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
時
間
外
交

付
に
つ
い
て

　
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）
を
受
け
取
ら

れ
た
方
で
、
業
務
時
間
中
に
窓
口
に
来
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、
次
の
日
程
で
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時　
5
月
29
日
（
日
）
午
前
9
時
〜
正

午場
所　
市
役
所
（
本
館
１
階
）

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
以
外
の

　
お
手
続
き
は
で
き
ま
せ
ん
。　
　
　
　

問
合
先　
市
民
課
☎
（
275
）
６
２
１
２
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お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
て
い
る
35
歳
以
上
の

方
へ

　
年
に
1
回
の
特
定
健
診
を
受
診
し
ま
し

ょ
う
！

▼
個
別
健
診

期
間　
6
月
1
日
〜
令
和
5
年
3
月
31
日

（
後
期
高
齢
者
健
診
受
診
券
は
届
い
た
日

か
ら
）

場
所　
府
内
指
定
医
療
機
関

▼
集
団
健
診

時
間　
午
前
9
時
〜
11
時
30
分

内
容　
特
定
健
診
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

申
込　
い
ず
れ
も
当
日
直
接
会
場
へ
（
40

歳
以
上
の
方
は
、
市
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
で
事

前
予
約
）

■
集
団
・
個
別
共
通
内
容

検
査
項
目　
問
診
、
診
察
、
身
体
計
測
、

血
圧
、
尿
検
査
、
血
液
検
査

費
用　
特
定
健
診
は
無
料
（
が
ん
検
診
・

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
は
各
5
０
０
円
。
た

だ
し
、
40
歳
の
方
に
限
り
、
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診
は
無
料
）

持
ち
物　
保
険
証
・
40
歳
以
上
の
方
は
、

国
民
健
康
保
険
特
定
健
診
受
診
券
（
ま
た

は
後
期
高
齢
者
健
診
受
診
券
）
と
前
年
度

の
健
診
結
果
（
お
持
ち
の
方
の
み
）

▼
T
A
K
A
I
S
H
I
健
診
J
A
M
（
特

定
健
診
と
健
幸
づ
く
り
イ
ベ
ン
ト
を
同
時

開
催
）

時
間　
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
１
時

申
込　
当
日
直
接
会
場
へ

問
合
先　
健
幸
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
３
７
４

  6 月 28日（火）

  11 月 23日（水）

  3 月 21日（火）

アプラたかいし

とろしプラザ

会場健診日

アプラたかいし

健診日 会場
  5 月 29日（日）
  6 月   8 日（水） 総合保健センター

総合保健センター

総合保健センター

総合保健センター

総合保健センター
総合保健センター
総合保健センター  7 月　7日（木）

10月 27日（木）
11月　1日（火）
  1 月 29 日（日）

  9 月   9 日（金）
 10 月 16日（日）
10月 26日（水）

アプラたかいし

市役所（別館）

  2 月 20 日（月）
市役所（別館）

　近年、悪質電話等による消費者被害・詐欺被害が増加しています。その対策の一環として、
市では以下の取組を実施します。申請方法は市 HP または経済課までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対象となる特殊詐欺対策機器を購入された方へ、購入費用に対する補
助金を交付します。
対 象 　　市内在住の 65歳以上の方等が居住する世帯
　　　　　（１世帯につき 1回のみ申請可能）
助成額　  購入金額分（上限 10,000 円）
　　　　　※補助金額は 100円未満切り捨て。
対象機器　（公財）全国防犯協会連合会の推奨する優良防犯電話推奨
　　　　　品（スマートフォン、携帯電話を除く）で購入から４か月
　　　　　以内の機器
　　　　　※機器購入・お申込みの前に、経済課までご相談ください。
申 込 　    経済課

■特殊詐欺対策機器購入費の助成

問合先　経済課☎(275)6149
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雨
水
貯
留
タ
ン
ク
の 

購
入
費
用
を
一
部
助
成

　
雨
水
貯
留
タ
ン
ク
は
、
集
中
豪
雨
時
の

急
激
な
雨
水
流
出
を
抑
え
、
浸
水
被
害
を

緩
和
し
ま
す
。
貯
留
さ
れ
た
雨
水
は
、
庭

木
へ
の
散
水
（
節
水
効
果
）
や
打
ち
水

（
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
対
策
）
と
し
て
利

用
で
き
る
ほ
か
、
災
害
時
に
は
飲
用
水
以

外
の
生
活
用
水
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

雨
水
貯
留
タ
ン
ク
の
設
置
を
お
考
え
の
方

は
、
購
入
前
に
上
下
水
道
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

対
象　
市
内
に
住
宅
を
所
有
し
、
1
基
あ

た
り
の
容
量
が
80
ℓ
以
上
の
雨
水
貯
留
タ

ン
ク
を
購
入
さ
れ
て
6
か
月
以
内
の
方

※
賃
貸
住
宅
の
場
合
も
土
地
・
建
物
の
所

　
有
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
設
置
で
き
ま
す
。

助
成
額　
購
入
金
額
の
３
分
の
２
ま
た
は

タ
ン
ク
容
量
（
ℓ
）
×
２
０
０
円
の
い
ず

れ
か
少
な
い
方
の
額
（
上
限
4
万
円
）

申
込
・
問
合
先　
11
月
30
日
ま
で
に
上
下

水
道
課
☎
（
275
）
６
４
１
９
へ

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
お
け
る
一

部
投
票
所
の
変
更

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
に
伴
い
、
第
２
投
票
区
の

投
票
所
は
、
旧
高
陽
幼
稚
園
か
ら
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
戻
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局　

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
（
275
）
６
４
７
２

消費生活センターだより
C o n s u m e r  s e r v i c e  c e n t e r  n e w s l e t t e r18歳から一人で契約できる！

成人になると、保護者の同意なく自分の意思で、
様々な契約ができるようになります。

※国民生活センター「子どもサポート情報　第181号」から抜粋・イラスト黒崎玄

休館日 土・日曜日、祝日

契約するかどうか、誰とどのような内容ややり方で契約するかは、自
由に決めることができます。自分にとって本当に必要な契約か、内容

を理解し、よく考えて納得したうえで決めることも大切です。
　自分の判断だけで契約できるようになりますが、守るべき義務も発生し
ます。自由には責任が伴うことを自覚しましょう。

2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これにより、18歳で、法律上は大人として扱われるようになります。

時　間 9：00～16：45

☎（267）5501
場　所 市役所本館２階

困ったときは、
消費生活センターへ

ポイ
ント

※休館日は「消費者ホットライン」
　  ☎188へお問い合わせください

・契約とは法的な拘束力を持つ約束で、基本的に一方の都合だけでや  
  めることはできません。
・未成年が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた  
  未成年者取消権が行使できますが、成人になって契約した場合は行   
  使できません。
・新成人、特に18歳で成人になる人たちは、社会経験がまだ浅く様々  
  な勧誘のターゲットになる可能性が懸念されています。

さぽーとくん 



11	 きらり	-TAKAISHI-　2022.5

お
知
ら
せ

子
育
て
ナ
ビ

相
談
窓
口

健
康
だ
よ
り

募
集
と
案
内

ア
プ
ラ
ホ
ー
ル

図
書
館

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

みん
ないっしょ

に生きる社会を

　

性
犯
罪
・
性
暴
力
は
、
被
害
者
の

尊
厳
を
著
し
く
踏
み
に
じ
る
行
為
で

あ
り
、
そ
の
心
身
に
長
期
に
わ
た
り

重
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
す
。

特
に
10
代
・
20
代
の
若
年
層
を
狙
っ

た
性
犯
罪
・
性
暴
力
は
、
そ
の
未
熟

さ
に
付
け
込
ん
だ
許
し
が
た
い
重
大

な
人
権
侵
害
で
あ
り
、
決
し
て
許
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
性
犯
罪
・
性
暴
力
の

例
と
し
て
、

・
S
N
S
を
利
用
し
た
性
被
害

・
酔
わ
せ
て
性
的
行
為
を
強
要

・
レ
イ
プ
ド
ラ
ッ
グ

※
飲
食
物
に
混
ぜ
て
、
相
手
を
抵
抗

　

で
き
な
い
状
態
に
し
て
性
的
行
為

　

を
す
る
目
的
で
使
わ
れ
る
睡
眠
薬

　

等
の
薬
物

・
J
K
ビ
ジ
ネ
ス

・
A
V
出
演
強
要

・
痴
漢

・
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

な
り
す
ま
し
た
相
手
か
ら
、
言
葉

巧
み
に
誘
導
さ
れ
、
自
分
の
裸
の
画

像
を
送
信
さ
せ
ら
れ
た
り
、
S
N
S

で
知
り
合
っ
た
相
手
に
誘
い
出
さ
れ
、

わ
い
せ
つ
な
行
為
を
さ
れ
た
り
す
る

な
ど
、
S
N
S
を
利
用
し
た
性
被
害

が
起
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
高

収
入
」
、｢

ア
ル
バ
イ
ト
」
で
検
索

し
て
見
つ
け
た
募
集
広
告
に
応
募
し

た
ら
、
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
の
撮
影
だ

っ
た
被
害
や
、
お
酒
を
断
れ
ず
、
飲

ん
で
い
た
ら
眠
く
な
り
、
起
き
た
ら

胸
や
下
半
身
を
触
ら
れ
て
い
た
被
害

も
あ
り
ま
す
。

　

望
ま
な
い
性
的
な
行
為
は
、
ど
ん

な
理
由
・
相
手
で
も
性
暴
力
で
す
。

性
暴
力
の
加
害
者
、
被
害
者
、
傍
観

者
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
性
暴
力
に

関
す
る
情
報
を
み
ん
な
で
共
有
し
て
、

社
会
全
体
で
性
暴
力
を
な
く
し
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　　

令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
民
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
り
成
年

年
齢
が
20
歳
か
ら
18
歳
に
引
き
下
げ

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
18
歳

に
な
る
と
親
や
監
護
者
の
同
意
を
得

な
く
て
も
、
一
人
で
有
効
な
契
約
を

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
注
意
が

必
要
で
す
。
契
約
に
お
い
て
、
社
会

経
験
の
少
な
い
未
成
年
者
が
親
の
同

意
を
得
ず
に
契
約
し
た
場
合
、
契
約

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
「
未
成

年
者
取
消
権
」
が
あ
り
ま
す
が
、
４

月
以
降
、
18
歳
、
19
歳
の
人
は
行
使

で
き
な
く
な
り
ま
す
。　

　

例
え
ば
、
お
金
に
困
っ
て
い
る
な

ど
の
理
由
か
ら
、
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ

の
出
演
契
約
を
締
結
し
て
し
ま
っ
た

り
、
J
K
ビ
ジ
ネ
ス
で
の
就
労
を
決

め
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
か
ら
は
自
分

の
意
思
で
契
約
し
た
も
の
と
さ
れ
る

た
め
、
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
困

難
と
な
り
ま
す
。

　

特
に
春
は
進
学
・
就
職
に
伴
い
、

若
年
層
の
生
活
環
境
が
大
き
く
変
わ

り
、
被
害
に
遭
う
リ
ス
ク
が
高
ま
る

時
期
で
す
。

　

18
歳
に
な
っ
た
ら
、
成
年
と
し
て

自
ら
の
行
動
が
ど
う
い
っ
た
結
果
に

つ
な
が
る
の
か
、
責
任
を
も
っ
て
考

え
、
契
約
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

　

あ
な
た
の
不
安
に
寄
り
添
い
な
が

ら
支
援
を
す
る
、
公
的
な
相
談
窓
口

が
あ
り
ま
す
。

電
話
　
＃
８
８
９
１

　

性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め

　

の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー

チ
ャ
ッ
ト
相
談
「Cure

　tim
e

」

　

性
暴
力
に
関
す
る
S
N
S
相
談
キ

　

ュ
ア
タ
イ
ム

　　

性
暴
力
の
悩
み
を
ひ
と
り
で
抱
え

込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い
。
た
め
ら
わ

ず
に
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

人
権
推
進
課

　
　
　
　
　
　

☎
（
275
）
６
２
７
９

若年層に対する性犯罪・性暴力

　令和3年度の無料普通ごみ処理券（緑色）を使い切らずに残されてい
る場合、15枚（1シート）をトイレットペーパー2ロールに、30枚（2
シート）を30リットルのごみ袋1セット（10枚）に交換します。なお、
15枚（1シート）に満たない場合でも、8枚以上あればトイレットペー
パー1ロールと交換します。
問合先：環境政策課☎（275）6266

日用品と交換します！
令和3年度の余った無料普通ごみ処理券を

会場：市役所（別館１階）
6 2 8月 日  ～ 日

木 水

交 換 期 間

感染拡大防止のためにご協力ください

・体調不良時の来場自粛

・マスクの着用

・筆記用具持参

・持ち帰り用袋

・ソーシャルディスタンスの確保

9：30～
　 16：30


